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要皆

1. 従来，森林資源の人工的造成(背林芸能)は~Lr林所有者によって担われ，地代としての忠木

{nli格のよ界に伴って潜!設してきた。林業器本法林政のもとで彼らは「林業経営Jの担い手と総定

され，また，資総政策的観点から彼らに対しての手陣い造林補助金の助成も行われてきた。

2. しかし，年間のj島民盤以伐採矯が社会的幣裂を満たしうる森林状態が成-:lLすると，森林資

源の再生諮メカニズムは，新たな段階ぞ迎える ζ ととなる。造林投資の投資利回りをi民主主性の計

算恭市とする土地純収議説的な考えのもとでの森林終結'は崩壊せぎるぞえなし、。森林造成の新た

な担い手が袈摘され，また， ζのような森林資源を前提とし，生産基盤とした上で，どのような

林業経常像を揃くかが，林業政策論上の袈課題となる。日本林業の現段階は，かかる森林状態

に近づき，かつ. 1菜取林諮による外材の多大なi輸入がこの事態を加速させている。

3. 北海道カラマツ林業は，人工林として最も立木frIli格水準が低い「限界地J育成林業として

ある。一般的にいって日本の森林所有者は立木11I1i絡の低落に対して伐り控え行動によって対抗し，

そのために森林・林野やめぐる利用の停滞が顕容である。しかし，北海道での事j翠は ζ れら一般

的傾向と対照的であり，先進的である。す沿わち近年，伐J采裁がi明大の一連を辿り，伐出林業，

i製材業.総説造林郁議等の級官体的成長が悲しい。他方で， IJI林所有者‘による森林資践の維持・

巡!日からの離脱(背林業ばなれ告伴った森林処分)が進行している。

4. 北海道カラマツ林業においては，森林やめぐる利用の所有に対する媛般的民間が認められ

る。しかし，ぞれは森林資泌の再生胞の保絞ら欠いたネガティブな誕阿を持っところの利用・経

常の開花といえよう。森林資総の維持・造成の社会化引きlりつつ，他方では利用商における林議

経11~t{;本の自律的展開ぞ助成し，地域的lζ資泌{の造成と別問とぞ秩序づけるところの「地域林業」

林政が，とりわけ北海道において盟諸されているのである O

本小論は実臨調査・分析会踏まえて，以上のような結論を導きだしたものであり，かつまた，

このようなコンテキストに添って，事態令努めて史認E的lζ3t:l蝦し，叙述しようとj試みたものであ

る。
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I はじめに

北海道カラマツ林業の現状~ r限界地J育成林業と拐;定し，その展開機滋!こついて2営者はこれ

まで，諮側面からの挺柾的な把擦に努めてきた。このrI限界地Jなる用語は操業経済学において

定設されている概念であるが，土地底識における「ぎりまりの手恋状況Jを伴ったこと地として，

林撲においても使用することが可能であろう。そして，磁々の形で日本林業のj逸機がIU~ばれて不

安定に激励している今日，識も容立条件が厳しいゆえに最も敏感に全体の夜鶴が反映されるとj忍

われる ζの「限界J地域においてこそ，その限界的状況に却して日本林業を抱擁する ζ とが有効

であろう o ~在者はこのように離俗して北海道カラマツ林業に!到するー迷の研究令 ζれまで行って

きTこ1)ο

本小論の課題は，北海道カラマツ林業の現状にかかわる事態把鍛会一損控理し， ζれら若手態毎

日本林業の現構造のl't1tζ位i誌づけ，かっ，その股開方向(援謎)告示訴す ζ とでみる。また同時に，

育成林業にとって「限界地Jとは{ほか， r林業危機」をめぐる林業問題の性格は知何なるものか

という溜論的課舗に対する，現時点での鍛者の見解をもできるかぎり明確抱しておきたい。

なお，本研兜にあたっては， 59， 60作成の文部省科学研究費「一般研究OJの助成を受けた ζ

とぞ付砲しておく。

E 北海道カラマツ林業の注日すべき事象

北海道カラマツ林業の事態iζ関する注目すべき事象を}招殺耳目して訴すと次のごとくである。

なお，統計数総は，とくに断りのない眠り，道林務部による『北潟j泣林梁統計j，rカラマツ~材

流通調査表j，rカラマツ素材流通説明資表J，r造林事業実績J，等lζ{依ったものである。

1. 北海道における人工林務関は59年度初顕説桜，国有林で 2，076万ぱ. J選有林で 775万1d，

民有林で 5，458万l'riで、あり，それぞれの金森林務積に占めるそれら人工林諸積の出来は 6%， 13 

%， 40% となっている。また，イ~~I簡の人工林伐探;段は (58主j:;1立). l;m有林315::P1l1，遊有林 218::p 
nf，民有林で 1，320干・111で』うる。そして，民有林の人工林部税の77%はカラマツであり， I河じく

民有林の人工林伐採殺の93%がカラマツとなっている。このように，混お，北端滋における宵成

林業は，カラマツ林業:として，民有林を主袈舞台iζ展開している。

2. 私有林からの針誕樹材生誌は，:P.間的lζ見て ζの20年開ほほ一回践して減りつづけて，昨年

実鱗で20年前の50%水準にまで滞ち込み， 101[::前に比しでもその78%水準となっている。しかし，

北海道が会闘の地域の中でー若手減少率が少なく， 20~年前の80%の水準にあるし，羽生手前よりもむ

しろ生腹壁奇増大台せている。 iやでもカラマツ材生産の増大樹向は号室:しく 5 官官の 1.8街， 10 

年前の 2.3{授にと，虫館盤~潟めている。

他方J民有林の造林国般(補助造林)は，会関平均では57年央総が10年前の51%の水準iζ下が

ったが，北海道の民有林のそれは， 35%にまで低下している。中でもカラマツ造林裁は， 47:'.:予の

15.7ごfhαから 52却の 4.]ごfhCLrζ，主らに57i取には1.6 ::PhCLt乙減じ， 10年前の 1寄u水準にまで激減

している。総伐をめぐる変動は激しく，かっ，両者のアンバランスは大きい。

3. 北海道におけるカラマツ議材佐藤議は. 58年に107万ぱと 100万111の大1告を突破したが，こ

のさ存分が閥伐材c'あることが一つの特徴である o 他方 r~伐J 材も溜齢級のものが多い。これは，

統3十上では皆伐形態ぞとって伐採されたものすべてが「主伐Jとして計上されているためで. 58 

千戸lζ皆伐きれた民有のカラマツ林のi防級別荷積比事は， 41船級以下が50%. 5・6齢級が39%，
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71給級以ヒが11%となっている。その巾には，カラマツ宵林業を途中放漉して{告の目的に林地在

使用する形で熔伐される「主伐」材もかなりのi設にのぼっているのである。 ζのような司王議から，

森林経常が成熟イむの方向にあるとは考えにくく，U'しろ逆方向にあるといえよう。

4. カラマツは，戦前水準径はるかiこ上IITlる規模で民間した「戦後遺林Jの主主主巡林樹脂とし

て昭和20年代後半から全道的は欄栽されたが， 40年代には糠;践地が網走，十勝，上Jllの地域iζ絞

られるようになり，また， 50年代に入るとそれら地域でも後退減少が著しい。全滋的に!諮ると，

一般民有.林の法林翻磁の擦を49主r:1ζ トドマツに明け渡し，カラマツが現おもその践にあるのは

十勝地域のみとなっている。さらに，過去 5ヶ年 (54，，-，58年)のカラマツ人工林皆伐跡地19，713

haのうち再度カラマツが樹殺されたのは 7%にすぎず，人工林皆伐跡地(トドマツ等を含む23，3

30ha)の53%が林地以外へ転用され， 33%の 7，664haが転用も再遊林もされずに;故j設されている。

そして，現荘は，カラマツ材の独自の利用・流鴻榔趨が成立してそのTIJ場開:の綿立しえた時点で

あるにもかかわらず，森林経営イをめぐる再生鶴間艇に関して ζのような聯鶴が起こっていること

に住問せねばならない。

いまや，森林資源浩成は，ますま さを加えyるやえなくなった補助金行政の成Sさえに

よって都留水準が辛うじて維持されているのであり，補現j金遊林のうちの特に補助事が商い森林

総合猿議事諜関連のものが80%，11荷下刈では91%(58年史椴)となっている。

5. 育林業の担い手のうちで，特に般家林家の退部jが私:しく，また，その意識も失われつつあ

る。 すなわち， ①燦諾家《林2家女lにζよる i山L!林月所1可r;有ぽ部槌;は立3貯7'年句年刷三ヨi時i待与点で程私、3有1向3

は2叩臼%杉iにζ減じており，窃私有林の正予開法林1日程:のうちj為家によるものは40年代初日立には50"-'559援

であったが， ~話お， 30%程度にと低下してきている。また，@下メリミ容の保育作業の所有山林hCl笠i

り突焔務は，現在，農家林家が非幾議林家よりも抵くなっている。そして，ゆかつて農家林家の

造林・保育の作諜は，自家労働力，ζよって行われていたが，現在は農家林家といえどもぽ倒的部

分を線船?j!J働力(=委託・箭負わせ形態)に依拠するようになっており，かつて背林業の拙い手

のiやでもっていた独自な〉認識を喪失しつつあるといえよう。 55年以降は，ー殻民有林造林の作業

実行のうち90%以上が森林組合によって執り行われるに張っているのである。

6. 林野庁全国課の「立木計':j:場動態細うをjによって，私有林の伐iilli所における樹部別・地域

別の立木仰格の撒移i5?辿ると，北海道カラマツの立木和Ij格水準は・しでご却しく低い。 58年のそ

れは， nf当り 5，228円であり，長野県カラマツの 7，888円よりかなり低しさらに，念悶平均で

のスギ19，752F弘閉じくとノキ43，991円に比べて絡段に抵い(これら数値は丸太材るをに対する立

木f!lIj絡である)。

また，道造林振興係は. 56----58作の閲lζカラマツ間伐材の「商{ilJi格で宛挺されたj事例純資ぞ

行い， fi雪{却こw8しでは 7文庁4H行町村から41耶例をi院議している。その総平均?の立木価格(立

木材磁lζ対する主主水制li格)は5，146ILJ/m'，1，060千P3/ha(加当り平均点木材積 206ぱ)であったο

最も事例が多かったのは 6蹄級の関伐であり(19帯保). ζの齢級での平均立子供価格は 5，000円/

rd. 852千舟IhClとなっており.また，一般的に 6船級と主fzんで主伐が多い 5齢級のそれは 2.700

円Im¥499千円IhCl (5事例)であった。

以上のことから，…般的にいって北海道のカラマツの主伐は現在， hailiり60"-'8075F9の立木Ill1j

額水躍で行われていると見てよいであろう O

7. 58年に主主設されたカラマツ紫材 107万nfの主な!日;途は，製材用48%. パルプ・チップ用36

%，坑木附10%となっており，かつてのカラマツ材市場がほぼ坑木間にi良定おれていた (30年代

前~Iままで80........90%)ζ とと大いに状泌を異にしている。製材j習は，ォーイルショック時に一時減少

したものの，以降一貸して増加し，特にこの 3ヶ年の増加ぷりは殺しい。 50年使用f誌を 100とし
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た;場合. 53年154. 5511"-201. 56年281. 571ド308，58年 390と増大してきている。 ζれに対して坑

木Ji:Jは， 50年代喜子組じでほぼ12""1375 n1水準で、推移し， 50年に29%あったシェア毛色紙下させた。

パルプ・チップ府は55年に組閣{ノ (541'f:139'fn1，551:1::314ごfm'). 40万l1i近い水鍛にまで伸ばし

ている。

8. カラマツ撃さ材品の用途も近年大きく変化してきた。間大FEJ途であった建築材，土木用材，

欄包材，ダンネージの金製品出荷滋におけるシ ιアは， 50年から 58年の関にそれぞれ次のように

波イじしたσ 主II築材27%→6%，土木川材13%→3%，期包材28%→50%. ダンネージ13%→13%。

そして. 58年にはパレット材 (13%)，誕願材・仕組板 (11%)も建築材および土木用材を後鴻す

るにヨさっている。地場指袈依禄の強襲材，土木}日材が伸びず(強諮問材の分野ではカラマツ製材

品比天然林材のエゾマツ・トドマツ製材!日の補完物にすぎないから，建築用地場;精製の不識の

勝機で絶対滋ずら減じてきている)， i控に京浜市場をゆ心とした選外移出に依怒した製品が飛線

的に蛇腹鼓.a{iiHましたといえよう(ダンネージは97%，制怨材は92%が移出向けでみり，他方建

築材の移出率は12%)。

9. カラマツ林業は.北海道113にあってもかなりの地域性を有しているが(口カラマツ林業の

地域的揃夜性)，とりわけカラマツ製村議は網走および 1-11器地域において発鼠的である。 58主r"-の

製材工場のカラマツ原水rrn~!1滋の地域別シェア.æyt!，ると，上記2地域合計は会理14地域のうちの

70%に述している。

道での森林組合のカラマツ製材工場は20を数え，製材用原木消賀滋におけるシェアは19%と

なっている。一工場当りの製材;組関も!原木消悶:滋で 7"-8千n1と一定の水準id?有するものが大半

令占めている(全工場平均では5，238ni)。これら多くは40年代後互いから50年代前半にかけて林諜

構造改議事業によって開設ないしは設儲斑新されたものである。しかし， 58伴に32%あったシ且

アが58伴に19%1ζ俄下した。このことからもここ 3"-4年のカラマツ製材撲の飛騨的発j良は，…

般!wt材諜によって拙われたものである ζ とが分かる。

カラマツ制免く製材工場数の増加はそれほど見られず (48年170工場. 58々::191工場)， カラマ

ツ挽きへの専門化と既存専門工場の規模拡大によって全体の製材滋が増大してきたといえよう。

それ壱反映してカラマツ原水間関経が 2万9ヂぱの工場や， 2756ごfniと1万9千niの 2工場ぞ

経営する大規模の染者・も出現している。 58年においてカラマツを挽いた製材工場は，平均原水路

間;段が網定で8，630111(カラマツ2干'>i70%).十j践で 6，039ni (カラマツ率76%) となっており，岡

地域ともそれぞれの金製材工場の平均銅j議会上問るに溌っている。かつて，カラマツ製材工場=

!零細工場というイメージが定悲していたが，今や払拡怠れなければならない。

10. カラマツ素材の生践では， 58年において75の森林組合で342千ぱの主主立宣告?行っており，森

林組合は全生産法の32%のシェア令占める袈な控i授はある。特に若締級の間伐材の生態は，森

林組合をl和心!こ補助金行政iζパックアップおれながら遂行怠れている。しかし，カラマツ製材業

が服水消究組1~~令哨火させつつ立水質いから議材関いに11法じる傾向が進むに伴い，その潟聞に多

数の一般議;jYj'~長老若も発生しつつある。全道のカラマツ紫材佐藤者総数は 58年~:tE 496人で，

10年前の 1.7{訟になっている。…般諜材染者は皆伐志向が強く，間伐の場合も森林組合に比して

ha当り It¥l伐生成材秘放が多い傾向にある。また，米自品iの作梁の担い手としてはト、ラクタ一，林

内作梁k市!ドt均諮等;右ぞ?所有有.して{伐主!出封イを針旨引i2椅;諮奇負う夕虫3自y.
総合撚硝奇顎1諜およびi日悶/剖司引{伐支刻{促足i進鵠対策司欝諜長;にこよつてi地白域含計計|卜.磁{的白な紫材材匂3強三i態密{休本制が2終寝揃されつつあり，

英鈴i悦i脱兜仰H向町U汀.森j林味組合のJよ;う{にζζの 5ケf伴E年ドのd伴戸5平IドL均!間潟イ岱免突施}商磁程iが 1，200加を越えているケースも出現

している。そして，これら計閥的施梁に議づく間伐作業の大半は労働者の組lζ下請に出窓れてい

るのである。
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なお， I国伐材控践が軌道Jζ乗るに当っては，道内各地lζカラマツ材集出1HJセンタ -ie設躍し，

道線述のもとに一元集荷して紙ノ-e;レプ業界に販指するといった体IIlUが54年以降狼備されてきた ζ

とが，大きく寄与している。

11. 製材用版木{pli格は，調設，1際緊1i?材誌と経級によってのみ仕訳けた:協J告に恭づいて決定さ

れている。池田町森林組合の「諜材仕入価格jに見る例では，材。抵は1.85m， 2.25m、3.00m，

3.65m (定尺)，の 4醗類であり(会悶的規格である4.00m長はない)，筏級は3.65m誕の場合で

5ランク lζ分けられている。そして， 58年11月現訟での価格は7，500PJ/rri(3.00m， 7"'" 8 cm径)

""'16，920内!ru(3. 65m， 26cm楼上)となっている。網走地域・紋別iliの大手カラマツ製材識者

たる Y林梁の「原木斑入{PIi絡霊長Jの例では，材長IZ分は1.20mより始まり， 20cmきざみに興って

いって3.65mにまでヨぎる。そして各材殻ごとに 2""'4クラスの筏級成分が施主れで令々の単価が

8れている。 Y林業はこの{!Ui絡裂を公示し，議材業者。l乙有効採材ぞ1Ii}lぴ掛けている。 Y林業

Iま樹包材の中でも仕組モノの控E主体制主主放いているこ広場ゆえ，通常以上に原材料のlyMMIjえ奇心が

けているのである。しかし，いずれにしても関入価格は7，500円.......13，500円/ぱ (58年10月)の取

に収っている。定尺モノ製材用カラマツ原木偶絡は，現在， 12""'13千円/ni水準にあると見てよ

いであろう。そして，乙の10年間を通じて，エゾマツ・トドマツの製材用原水l乙詑して， {，lli1'名変

動が少なかった ζ とにも注閉しておかねばならなし、

地方， ζのi時点での地問11汀線林組合でのカラマツのパルプmチップ材の民入価格は6，480円/ば

であった。坑木は，各額規格l乙合致するように手間ぞかげで遊材しなければならないのでやや

く，ほほ1万円/111のもali格水準にある。

E 北海道カラマツ林業の現段階と臼本林業における位寵

以!二の事象を踏まえて，北海道カラマツ林諜の現段階の性格および日本林梁における位i援金次

のように与える ζ とができょう。

北潟過の育成林撲が，カラマツなる樹部を選れし，民有林を舞台としつつ形成怠れようとして

いる ζ とには，自然的および膝史的規定性が強く播いている。 拓11夜行政下の戦前期にあってカラ

マツは，土地取得の手段として，また，部分的に荒路した林地主?早期i乙被援する手段として植え

られた。さらに，践村の窮乏対策としての補助金造林の形で縮綿された。 ζのような袈悶によっ

て， I当然条件lζi設も過した樹組として一説的に選制され造林された側部が強く，市場性が保証お

れての出発ではなかった。殺菌な天然林材;ζ依拠した市場流鴻構造が形成主れてきた北海道にあ

って，カラマツ林からの木材佐藤は，全くの矧先物でしかありえなかったのである。戦前期にお

いては，市場性の米聯立状態のもとで，カラマツ宵林寄与担う森林経営体が成熟してくるはずもな

く，また，地域の森林く議f.l!l>が維持・改良される展開方向もめりえなかったヘ

。戦後においてカラマツ造林は桁巡いに制1)践し，現在， 50万haの森林ie擁している。この滋的拡

大の;認識は大きし、。 ζれらは主要には， 昭和30.......40年代半ばの「遊林狂の時代J3)とi浮ばれても

おかしくない時代に巡1おされたものであり，との11寺代は， r原材料林芸能J4)としての背林業ですら

造林投資利Ifllりが計算できる11寺代であった。たとえば， 32年度から長.a閥始したパイロッ!、.

フォレストも，造林利子事喜子j司いて詳細な収支計算を行っていたし， 35年度より事識に着手した

音別fllJ分I1又逃林事業でも， 111ザ歩当り 124，750円の文出(滋接設のみでは63，100円)に対して30

年後には 879，250円の収入(うち::t伐収入が 715，650円)ぞもたらす11-1っくり，として分l民法林

への参加を町民に訴えていたヘ
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レかし現在，カラマツ林造成の限接'1!1合計はha~ り 58泊二f円 Cilliî林務部の試算{前)と 9. 3 .fl~に

増加し， 他方的述のように 6齢級のカラマツ林Ie主伐しても 20年前のfll日額と変わらないha80

万円のi収入必あげるのがやっとである(間伐収入はきして期待できない)。

坑木の補強が停滞し，パルプ材としても期待どおりの市場形成をなしえないことが見えてきた

40年代中頃になって(制作に大昭和製紙が北米球チップ輸入に踏み切り， 43年!とはま子製紙がチ

ップ専用船を就航させる)， rカラマツ開題jが顕密化ずる。 45年度末iζ行われたカラマツ問題シ

ンポジウムは，選がζの問閣に本i慨受入れて取り締むにあたっての，象徴的儲しであったといえ

よう。以後，関々の行政的てこ入れ， )珪森近j!;容との官民一体となっての数々の取り組みが効を突

し，間伐が軌道lこ梁るのは昭和50却代半ばである。

ところで拶11幸広設は，潔材践の相対的i蕗臓のもとでの立?に郷絡の相対的低下は，木材価格

水準の低い地域ほど大になる点に住回しつつ〈よって，劣等地ほど木材生践の減少が大きいはず

と者iJJ挙は仮説イをたてる).私有林の針:出樹生躍の縮減が近年最も顕著である東北地域lζ対して見

事な分析を行っているヘ柳殺はこの論文において，北海道が全闘の私有林の中で伐採縮減が最

も少ない地域であると指摘しているが、ぞれ以上の設及はなし、。われわれは， 1VIJ?:r:~臨命7lとの関

連で， この点在どのように考えるべきであろうか。北海道は東北地域以上に育成林業の「限界

地J1:あるはずなのに，むしろ活発に伐採が行われているのである。

一つには北海道で1まもともとの人工林伐探散が抵い71<熊にあったこと (人工造林展開の後括

性).一つには地地域ぞJ二[[J)る間伐の滋腿. ぞその張関としてあげることができる。しかし，越

水的には， rl浪斜地」からのJ~d落過税の現象としてひとまず理解することが妥主1であろう。中に

は森林経常の部立奇問指す森林所有者もいるし，現状配下の市場対応として伐り控え安行ってい

る場合もある。まに. J立林務部も伐j劉艇長の行政指導会感んに行っている crカラマツ間伐施梁

指針…よいカラマツ林告つくるために 1981)。だが， 森林所有者が「経営Jをが(濃し， 議

材業者{J!Uからの3郎、働きかけに梁って財政処分するかたちで伐採がなされる場合が広範にそ子寂し

ているのである。そして，間伐の進牒もこの過程と多分に関連しており.極端な例では 2伐 2

残なる列状情伐ともいえる形態での!間伐も行われているのである。r/限界地Jゆえに市場条件の

題化がより厳しく反映し，事態の麗開はド‘ラスティックで、あるo

他方，近年のカラマツ製材業の成長ぷりは殺しいヘ i蹴践的に森林所有者に対11砕し，働きかけ

令行うのは認さ材生産業若手であるが，波地問競争のJ立い手は製材染者といえ，最も飽勤的な経常行

動をとりうる枕擦にあるのは彼らである。

網走および十勝地域において躍進してきた製材業は，樹包材なる種々の規格の脅158自の注文に対

して，①コストダウンにi向付て合]沼化を追求し(原水の初陣管理，および，諮級自動選別機，自

動皮むき機，ツイン・バンドソーを導入してのr:j:J小得水専用の製材ライン化)， @品質の安定化

と高度イじゃ関り，@情報収集能力を高めつつ小IBIりの効いた迅速な対応力ぞもつかたちで，

路体制会終えてきた。この製材業の近代化過程は，特に北海道の地にあって特鍛すべきもので

あった'0

しかし，側々の製材業の ζ の i却の綴営努力はく評釧されるべきであるにしても，そのii~J怠に

安く安定した{d財務で原水入手をなしうる地域的条件が存おしていたことぞ見落すわけにはし、かな

い(間有林天然林材の方が「肉f1IliJで，かっ，変動が大きい)。製材!日投躍コストのうちの成木

殺の比取は校長めてぬい。十j路地域・ 1帯広市の大手カラマツ製材課S社の資任者・は「カラマツ製材

はしっかりした原仰i計算をやらないとやっていけず， i. t，こ，カラマツゆえにやりうるjと説明し

ているが，間有林からの槌契による配材に依怒している他の北潟道の製材業者と， ζのj誌で対照

的である。 rブラ下り業者J9)的体質の抜け切らない悶有林材製材諜者とは全く別系識から発控



160 

し，異なった経営行動指?とってきたカラマツ製材染者lふ悶有林材製材業よりも，近代化過程で

一歩・もこ歩もリードした状態にあるといえよう。

目下カラマツ製材業による製材品は.欄旬材，ダンネージといった使い捨ての賎業用資材iζ限

定されている点で， 確かに問題を有している。 しかし， カラマツで光分な住宅建鍛用部材も多

く10}，かっ，建築工法の本新の過程で誰々その越は増大する傾向にある。近代イむしえたカラマツ

製材業は，建築部材稲袈とも結びつきうる潜勢力をもっているといえよう。

ところで，現状の摺包材製品{州知立京浜消問地Tf'i:場で.日水を代表する大手製造業の輸出動向

に布されながら，外材製品のiがでも散も安舶なものとの競争関係の下で形成されている。この

状況はストレートにカラマツ紫材・1jlli絡に反映する。そして，この ζ とによって，間伐材の立木側

;協はほぼ無きに等ししむしろ間伐材1jllj格<間伐住陸部格で(行政による赤字補填に支えられる)， 

伐材立木価格もこの間伐材に規定された紫iJ側絡を器準として，情伐形態・径級大ゆえの素材

強隈資および製材技館関の節約分によって形成されているにすぎない。

現段階においてカラマツ主戊材は間伐と使用問的を)111としているわけではなく，等しく棉也材

の材料であり，独自の側絡形成方をもちえていなし、。地場盟議材T1J~脚立天然林材のエゾ‘マツ・ト

ドマツで席巻されているため，カラマツ材はここから排除され，欄包材JfJの商品穏に特化せぎる

をえない。カラマツ材そのものの市場守分佑・鐙加佑して郁;協形成しうる状視にはないのである。

とのような状況下で形成されているha.当り 60""-'80万円という主伐材立木価格のもとでは(これ

はたまたま造林事業生践価格水準でもある)，森林所有名・4をして森林造成の動機を樹皮に失わし

めているのは確突である。森林所有者の側から 1150%の造林賀補助Jを要議する同すら上って

いる 11)ことにも，それなりの礎的があるといえよう。宵林生臨(人工造林による森林資源の再生

泣!f)はもともと通常の佐藤資水によっては担われ難いものであり，資肢の維持活;府内突をもっ

「森林経i討Jの一環として111林所有者によって狙われてきた。しかしそのIJI林所有者による背林

業が，現在，格点の危機に瀕しているのである。 Iq説i&llを林Jの展開.および，

を，われわれはこのように総括できる。それは，通常の「経営j危機とは貿であり，まずもっ

て従来の形での森林資源のJ再生践の危機，とりわけ造林政策・資源政策の危機としてあるであろ

つ。

ところで，謀議総務において定立されている限界地概念とはいかなるものか。ここでこのこと

を徹認し，次に背fJお林業における「限界地Jについて触れることにしよう。

!~諜における限界地とは，農産物の市場生産に惑がiする i陵地のうち最も劣った自然的・位般的

条件iJ?存ずる土地のことである。市場へ供給おれる;陸路物の個別的陵flITi絡は，限界地の操業経

営から腹!土iされるものが識も向く，よってそのこと地は謹額地代の形成力が最も弱い。だが，自然

fr'.J・位践的条件はもとより定常的なものではありえない。その主内容である土地の銀波および市

場との経済的佼mlま，常に技術進歩によって変*れる可能性をもっており，現に変革されてき

たのである。また，鴇裂の変動によっても限界地は変動するものである。よって特定地域削浪lfj!.

池とじて悶定的lζ寺号えることは妥~ではない。すなわち.限界地という概念lふ;段1m物右!日絡論の

領域lζ崩ずる概念であり， もともとアブリオに決定されるものではなく. 1市場制Iii'おとの関長lfに

おいて事後imζ決定されJ1おるところの，そして，趨過利潤の分知令めぐる格競的な地代論モデ

ルのドドで悲額地代の形成力のないこl二地として最終的lこ定立されるところの概念である。

しかし. i=I然的・位器約立の砥いと ζ ろに京地し. 1しばしば限界地となるような地域がめ

るとしたら，その地域の燐3誌を限界地i段梁としてJ12)窓l派づけしながら，そこでの商業的良識麗

~mの厳しさを抱鰹ずることは意義あることであろう。そして，このような視角から日本農業の現

状分析を誠みた労作として. ~む蹄遊間桁践識を対象とした f限界地拙浪芸誌のj民間構造Jl 13). およ
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ぴ， J.1話児島県操業令対象とした『限界地操業の誕百 1引をあげることができょう。

双方の者作から浮かびあがってくる限界地議識の特徴の部 1は，劣等地なるがゆえの商品作物

選れのr[Jの狭さであり.一民・している性絡は，こじ議原料作物だということである。 r輸送W1J5?小

さくする工業服料作物が商品位践の誌il41けこら芯る令えなかったJ15)のでめる(共体的には前者北

海道での附践，後者路児島での甘しょ作)。逆に， エ梁用原料なるがゆえに地域的に間一作物の

一定限度の盤的援般が要求おれ，作化や強いられる ζ とになって，それら限界地投梁の操業経

営の不安定性は増輔される。訪問すべき第 2の点として， r フロンティア lr.~ミきる……農民のj探

索的な適応・抵抗の努力，話傍(という主体的側部の把掠J16)の液製燃があげられよう。限界地な

るがゆえにその経営努力は鮮明である。

さて，王将象的!こは北海道の育成林業も，限界地t建築と同様にカラマツなる劣等な荷品作物選れ

を強いられ，作物・コ二課蹴料用作物lζ比定しうる浦品部(欄Icg材，パルプ・チップ用材) I乙

特佑ずる傾向にあるのであり，伐!品林識経営の側から地代すなわち立木制Ii格iζ転イむすべき趨iil:i;f;U

11却が最も形成しにくい人工林地帯としてある。このような意味において， :lt搬送は， r限界J
成林諜地であると.ひとまずし、いうるのであろう。

ただしiぽ界的に見ると，採取林業の伐;境は側別的生産fllfii告がより潟い拠地にまで後退しうるは

ずであり，北海道カラマツ林諜地はha当り 80J5河程度の主伐3I.木代奇形成しうるのであるから，

限界市場のもとでの{支出林業総常にとっての眼界地ではありえない。ここでの「限界J地とは，

腎林業(造林による森林波成)の再生~前胞としての， r限界Jの地という窓|床で用いている

のである。

すなわち， I限界地1t時怠は土地E授業としての「経11立Jが，お立の限界状態にあることとかかわっ

て意味を有する概念であり，林業においての限!JY.地は第一義的には捻出林業経営の生産師格l乙規

定おれる。そして， TI11話術[i~から i虫採された立木{If]j絡によって脊林投資(=巡林)の「限界J が定

まるのである。けれども育林業の再住綴の仕方は特殊に長年月ぞ裂するものであり，また林野的

土地は自然に林水令再生しうる力能ぞもっているがゆえに，誠実の立木fIfJi絡が森林経営者の主体

的行動の限界Ii>設定する)Jは乏しい。換役すれば，背林投資は， 1:主I:f~林業経営における鰭投資と

向次元では，制li絡形成lこ参与できない性絡のものである 17)。われわれは，背林業経常をして林諜

践の特殊な部分過程(森林資源の人工浩成)を強うところの，むしろ所有簡略の「森林経営」

と考えるべきだ18)とのffi!.Ji仰を有している。また，現実のカラマツ脊林業者の「経営J行動もその

ようなものであり，それは，フロンティア的成誌の主体的行動とも異なったものであった。

事態把:践が難解なのは，さらに，(J，くの腿闘争も含んでいるためである。すなわち，人工造成さ

れた禅林のく時積・成長〉が社会的木材稲盛;詮奇満たしうる段i終に到迷すると， ζの造林投資J5?

j品定ずる内的・外的条件が，社会会fu史的に変化せざるをえない。ここでわれわれは，地域的に森

林く苦手都〉を維持:して?誌に森林1J:r務保的労働手段J19)として掠り扱い，材;分成長畿の遊出なる

共通関的lζ添っての「装入…取出しJ201としての林業生採が行われる体制が社会的に成立したと

きの，木材{IIIÎ~れ形成を制定する必袈があろう 21)。容器的弱{助手段fこる森林く祷税〉は，…般の労

働手段とはご32々り， I~l 然過程において偽老朽・!判員ずるものではないゆえ，制値移紙・減却ri撹却す

る必要はない。公共投資なる名問で多額の補助金を投入して形成されてきた瞭史的成果として，

ここに生諜1;時点としての森林の，その公共性が機関することになるのである。現に，諜林経営の

認識が，巡林投資lζ対すお資本費用(利子)J5?考E誌に入れての土地純収益的打訴から，技館(造

林投資資金の|副総)の長j説明:を捨象せSるをえないと ζろの森林組収接的打算へとl匂わSる与をえ

ない事践を迎えつつあるといえよう。そして ζのζ とは，背林投資の「限界jの:滋i球内務令変質
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させる ζ とになる。この段階で継が森林造成を担いうるかが改めて関われ， 111林所有者をして産

業としての林業の担い手たる「林諜経営Jと措定した越本法林政(林議基本法に基づく林業政策〉

の掛折・危機は切らかとなる。本論において，カッコつきで「限界地Jなる附訴を用いてきたの

は， rl浪界Jそのものにこのようなニ設の限定的な意味をfきませているためである。

また，立木佃i給水準が最劣等である人工林地帯としての北海道カラマツ林業地において，伐1:1:¥

林諜・加工科用経営が活発な展開告示し，他方で山林所有者による森林資源の人工的再造成が行

き詰まっている現状は，所有と利用令めぐるi*諜悶有の矛j吉構造の…つの典般的発現形態と見な

しうるであろう。乙れは，カラマツ林業の特殊閥越でなく，その矛路地迭の典型v.例として白木林

諜全体の動向の F!~ fζも位慨づけうるものである。

IV む す び

現状分析毎週じて詳細に見てきたように，北海道カラマツ林業では，現tE，ほほー素材fll日物=記述

林諮負額誕生政価格十議材生渡航絡，の「安姉」な水準で木材生躍が確保され， ζれを原料法離

にして製材経常が活況ぞE設する陵地構造が形成されてきている。 このような木材f荷物水準にお

いても森林伐採が行われているのは，森林所有者による所有意識がもともと介裂しにくい間伐是

認ililhに伐諜が押し進められてきた ζ と(間戊=林分改良，なる認識から森林所有者は木代金ゼロ

でも伐採ぞ了承しうる)， また， 背林経営に見切りそをつけた綿，休所有者による資産の放繁ともい

える r~t:伐J が広範に行われていること，によっている。間伐の進展 '6， s初出林的ゆえ都府県lζ

比べて紫材生産裁が安い点はあるにしろ，このような「ポ伐jと悶搬な;首撤のもとでのヲIJ状「情

伐J形態で行われている*]11巣でもある。

一般的に見て白木林業の現状は，森林所有者による伐り按え傾向が顕著で，議林資源および林

野I!eめぐる所有と利用の対立が深イむしている。このことに対すろ赤井英夫による、いまこそ森林

所有者は伐探奇増やすべきだ、、との主張が22) ここ「限界地Jにおいては，ネガティブな形態の

ものであれ現実のものとなっており，そしてそれが赤井の構鶴である「伐採の増大を!織とした開

腹材供給体制の強化」に符合して，確かに伐出林諜経営，木材限lillfi訳業のrm:/ちにポジティブなも

のとしてつながっているのである。

よって， ζの地での資源政策は特に震嬰な問題となる。 40年代にはカラマツ材の販路のはさが

問題となっていたのであるが，いまや事態は一変して資税問題が恕1出している。特lζ製材議界か

ら将来の資源不足I!eI官供する問が強く出はじめているO 地域に成立してきた諸経Ifg15:強く意識し

て，それらに対する木材供給tP保統するという観点から，新たな森林資源政探(文字通り路諜政

鍛の一環としての資源政策)が，設袈なものとなってきている。そのためには私的所有の枠&越

えての蘇林資源の再造成が袈諮3れており，さしあたりの森林組合などぞ媒介とする伐期遡定&

めた腎林生産の組織化・ iH間化，②巡林諮負事業主主政側絡の全額補助，が求されなければな

るまい。土地純収強的観点からの山林所有者による自和的森林経常股開制快進ずるよりも， ζの

方が社会会計約 l乙見て安{~日な木材が供給されうるのである。

今や，一定の地域をi別立として， r森林資源のおおと伐t:l:¥林業の終'j立を合r.m的に組織づけliHlli

必ずるJ23)ζ とが必要である。そして， もともと行政主導的に森林経常が謀関してきた「限界

士山Jなるがゆえに，北海道は，政策の働きかけ次第でその突現の可能性が拾いといえよう。

われわれはく地域林業〉政策の本質を，新たな林・材関係の能成策と捉え，地域の実状を踏ま

えての「所有と利用」問題を裁il~!iとした地域組織兆政策と考えている。その進ù'べき万!向は，私

的所有i乙対する社会的利用の鑑越と，利用の~lUの主導性の下での森林資郎の保統とである。林業
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生践力の担い手である伐I:l:\林業経営と造林務負事業体守政策の主肢に隈ドへその長1本~的股間の

ための条件っくりに努力することが，盟議政策としての林政の:::l:IDH主務のはずである。自ら目指

した路諜としての林業の担い手育成ぞ放楽し，いわぱなしくずし的に伝統的な資源、政策lこ間帰し

ていかぎるをえなかった謀本法林政25)は， **紫綬営舎かくなるものと捉えなおし(すなわち，か

つて自らが描いた「林諜経常jがフィクシぉンであった ζ とを自覚し)， 地方でこの新しい森林

資源政策を持つことによってはじめて ζζ に， <地域林業〉政策として開花する可能性が与えら

れるのである。

北海道なる育成林業 ir践界地」においては，利j刊の所有に対する優位的腿聞が自然発生的lζ現

実のものとなっている。乙の股閲ぞ長期・継続的なものとしうるような目的認識院やもった地域

組織化が袈諮されているといえよう。そして，政策的てこ入れを前提にしてはじめて， i限界地J
からの脱落l乙樹止めがかけられ，育成林業地として踏み留まりえるのである。 く地域林業〉政策

は以上見てきたような「臨界地J育成林梁問題を原型とし，またj題点とするものとして形成され

る必裂があろう。 ζの「限界f!lUでの林梁生産力的発演を指巡させる形で-の往路の安定・拡大が，

日本林議会休の立子供仰i械の低下ぞ保献し，漉いては，日本林諜全体の発擦を促すことになるはず

である。
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Resume 

Heretofore in J apan， tho afforestatiol1 has boen b01'ne by the owner・ofthe f01'est 1品nd，
and it has boen developed with the advanoe of the land rent (= the priee of standing 

timber). It was possible to invest in afforestation while the land rent covered the level 

of its long-term interest and the fund. 

But at the stage of the forest resour・eesof which g'l'owth supplies the most of the 

soeial timbel' demand， the new system of the afforestation is requested. The Japanese 

forest is now getting near to this stage. 

The larch-for母stryin Hokkaido is put up with the cheapest land rent in七heJapanese 

silviculture a1'ea， al1d so the situation is adval1ced. The mal1agement of afforestation is 

collapsing通 al1dthe felling is increasing il1 that district ; on the other side th自 lumbering

management al1d the cont1'a古tingsystem of silvicultur・ea1'e the1'efo1'e developing. On the 

mere face of it the situation is contr乱1'yin comparisol1 with the g'eneral one ; the owners 

!i1'e refrainining from selling the standing timhers and the lumbel' industl'ies of thoes 

districts al'e hanging‘ low. 

'ris thesis unalyzed such an actual condition of the larch・fOl'estryin Hokkaido， and 
pointed out the nccessity of the fOl'est resou1'ces policy and the possibility of the 

development of the fo1'estry-lumber industry in such a“おllarginal"silvieulture， where the 
utilization of the forest is holding priority to the privat官 ownershipof it. 




